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第１１回秋田市地域公共交通協議会 議事要旨

開 催 の 日 時 平成２４年３月２３日（金） 午後２時～午後３時５０分

開 催 の 場 所 秋田市役所議場棟 第三・第四委員会室

委 員 の 定 数 ２１名

出 席 委 員 １７名（内代理出席８名）

議 事 秋田市公共交通政策ビジョンの見直しについて

１ 開会

２ あいさつ

３ 議事

－議事開始－

会 長 では議事に入る。議事(1)について、事務局より説明願う。

事 務 局 （資料に沿って説明）

－質疑－

委 員 №１－１－１の循環バスについてだが、７月に社会実験をするとい

うことでよいか。

事 務 局 ７月２１日から来年の２月２８日までを予定している。

委 員 №１－１－１の少系統多頻度運行はどの程度か。これにより自家用

車での通勤を減らす狙いもあると思うが、パークアンドライドについ

ても視野に入れているのか伺いたい。

委 員 北部方面から始めたが、実施したことにより、乗車密度は上がって

いる。複数の系統の内、最も乗車率の高い系統を残すなど、後追いに

はなっている。パークアンドライドについても可能であればやってい

きたいが、事業者単独ではなかなか難しい。



- 2 -

事 務 局 路線バスの系統数は、平成２２年度の１４８から今年度１３２に減

っている。

またパークアンドライドについても、平成１１年に四ツ小屋駅で社

会実験を行った。その後の検討として、参加意識は高かったが、本格

導入するとすれば、駅から２００ｍ圏内に月３千円くらいで４００台

規模の駐車場が必要で、確保は難しいということだった。

会 長 №３－２－１について、これで事業は終了ということか。

事 務 局 今後も継続してより使いやすいバスマップにする等の議論はあると

思うが、一区切りとしたい。

委 員 №４－１－１について、数も多いので実施が難しいことは理解して

いる。囲われたものがベストだろうが、高齢者が腰掛ける程度のもの

でも利用価値はあるとの意見もある。利用頻度や場所などから考慮し

て、できる所からやっていくような計画を立ててほしい。

会 長 簡便で低価格なもので工夫できないか、調査・検討するという見直

し内容に加えることは可能か。

事 務 局 マイタウン・バスと交通の結節点は、要望があれば整備することに

ついて検討する。

会 長 民間団体や地元から、上屋やベンチの寄附の申し出なども以前から

あるはず。広く関係者から受け入れることも見直し内容に入れてほし

い。

委 員 №４－２－１について、低床バスは雪が多いと難しいとは思うが、

どの程度を目標としているのか。

委 員 国で設定した目標値はあるが、東北地方は導入が少なく、その中で

も秋田県は最も少ない。新車の購入は財政的に難しく、中古になるで

あろう。坂道が多い所などの運行には適さないため、状況をみながら

対応していきたい。

委 員 №５－３－１について、循環バスの具体的な話はまだ何もなく、早

めに教えてもらえば、いろいろ検討できる。

委 員 今回の議会でようやく決まったところである。今後、市のホームペ

ージ等に掲載すると思うが、アンケート調査も実施して、運行ルート
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や料金を検討していくことにしている。ルートの提示等、早めに情報

提供するよう努める。

委 員 状況を見ながら対応していかなければならない。具体的に運行ルー

ト等が決まらないことには、まとまりも出ない。

商工会議所としても、調整のしようがない。

情報提供を早くお願いする。

委 員 ７月２１日のエリアなかいちのオープンに合わせて運行を開始する。

早めに関係機関に情報提供して、連携をとっていきたい。

会 長 商業施設と連携して、バスの運賃の割引き等を実施してほしい。

委 員 循環バスの社会実験をすることは、大いに結構なことだが、郊外部

に住む者にしてみれば、そのバスに乗るためには自家用車等で来るこ

とになる。パークアンドライドのような利用形態にするために、駐車

スペースが確保できるところまで、ルートを広げてみてはどうか。

会 長 エリアなかいちに自家用車を駐めて、循環バスで移動するという方

法もあるのではないか。

委 員 それも考えられる。どうすれば相乗効果を図れるのかを検討してい

きたい。今回の循環バスには、エリアなかいちだけの「点」の賑わい

ではなく、赤れんが郷土館や民族伝承館ども含めた中心市街地の「面」

での賑わい創出を図るという目的もある。エリアなかいちの駐車料金

を安く設定するなど、検討していきたい。

委 員 №５－１、５－２、５－３について、これから検討するというレベ

ルのようだが、実施計画の検討の期間が違うのはなぜか。

事 務 局 検討内容の難易度で、期間を変えている。

委 員 検討にもレベルがあり、調整するには時間を要する。

委 員 検討後、実施できるのかが心配だ。

会 長 必ずしも実施しなければいけないものではない。少し書きすぎた面

もあると思う。

事 務 局 策定時においては、計画のハードルを高くしているので、全てが直
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ちに実現可能なものではないということをご理解いただきたい。

委 員 循環バスは、実験後どうなるのか。

委 員 一つの足がかりとしたい。利用者が多く、収益が見込めるようであ

れば、実験後は路線バス事業者に引き継ぐなどの協議もしていくこと

になる。秋田県のＥＶバスとも連携できればと考えている。

会 長 １００円バスにしても、利用者は一時的に増えるが、コストもかか

る。利用者が増えれば、バス事業者がそのまま引き継ぐというのは考

えにくい。これまでの取組の事例を見ても、行政の支援は必要になる

と思う。

委 員 №６－６－１については、なるべくバスに乗ること、中心市街地に

自家用車を持ってこないという教育も含めて、ぜひ進めるべきだ。少

系統多頻度運行と背中合わせだと思う。合わせて、自転車の利用環境

の整備も検討が必要だ。

委 員 自転車は今の秋田駅前の状況では、料金はとられるし、駐輪するた

めに自転車を持ち上げる必要があるため、不便である。声を大にして

取組を進めるべきだ。

委 員 №７－１－２について、方向性を整理するための調査とは何か。

事 務 局 市長公約の一つではあるが、設置した場合の効果等を検証したいと

考えている。

委 員 新駅というものは、地域住民が要望すればできるものなのか。

委 員 基本的には、鉄道事業を営むための駅は、現行の数で足りていると

考えている。誓願駅となれば、協議してからにはなるが、費用は行政

が持つことになる。井川さくら駅などがその例である。

会 長 №８－５－１について、具体的に協議しているのは、どこか。

事 務 局 北部地域の方の要望や秋田組合総合病院から相談があり、路線バス

とマイタウン・バスとの結節点であり、高齢者の利用も多いことから、

市がどのような支援ができるか、秋田組合総合病院と現在協議をして

いる。
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委 員 №16－１－１のノーマイカーデーについて、参加者の拡大や他の分

野と関連づけた利用促進等を図っているのか。

事 務 局 市と国土交通省秋田河川国道事務所が秋田市ノーマイカーデー推進

会議の事務局を務めており、専用のホームページで呼びかけをしてい

る。現在、４１事業所、６８９名が登録しており、ノーマイカーデー

に参加したという提示をすればサービスが受けられる協賛店も１１店

舗ある。

委 員 №17－１－１で、スクールバスを他校に貸し出しているとのことだ

が、どういったケースか。運転手等はどうしているのか。

事 務 局 詳細は持ち合わせていない。

会 長 一部修正意見もあったので、事務局に対応をお願いする。

以上で本日の議事を終了する。今後も引き続き秋田市公共交通政策

ビジョンの進行管理について、ご協力をお願いする。

－議事終了－

４ その他

（特になし）

－協議会終了－


